
令 和 ３ 年
６月29日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
生
活
衛
生
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
水
産
振
興
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

山
口
県
労
働
委
員
会
の
使
用
者
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て
必
要
な
推
薦
資
格
及
び
手
続
等（
労
働
政
策
課
）
…
…
…
一

県
営
大
迫
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
企
業
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
六
十
五
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

調
理
師
法
施
行
細
則
（
平
成
元
年
山
口
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
記
第
八
号
様
式
中

１
飲
食
店
営
業

２
魚
介
類
販
売
業

３
総
菜
製
造
業

を
」

「

１
飲
食
店
営
業
（
喫
茶
店
営
業
を
除
く
。
）

２
魚
介
類
販
売
業

３
そ
う
ざ
い
製
造
業

４
複
合
型
そ
う
ざ
い
製
造
業

に
、

」

「

調
理
業
務
従
事
日
数

１
週
間
当
た
り

日

を
」

「

調
理
業
務
従
事
形
態

１
常
勤
職
員

２
非
常
勤
職
員

に
改

」

調
理
業
務
従
事
日
数

１
週
間
当
た
り

日

め
、
同
様
式
の
注
⚑
中
「及

び
「
種
別
」
欄

」
を
「、

「
種
別
」
欄
及
び
「
調
理
業
務
従
事
形
態
」

欄

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

萩
市
西
部
加
入
区

萩
市
東
部
加
入
区

阿
武
町
加
入
区

田
万
川
町
加
入
区

公

告

（
一
六
九
）
山
口
県
労
働
委
員
会
の
使
用
者
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て
必
要
な
推
薦
資
格
及
び
手
続
等

山
口
県
労
働
委
員
会
の
第
四
十
八
期
使
用
者
委
員
（
補
欠
委
員
二
人
）
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

必
要
な
推
薦
資
格
及
び
手
続
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年

政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
ま
す
。
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令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

推
薦
者
の
資
格

使
用
者
委
員
の
候
補
者
を
推
薦
す
る
資
格
の
あ
る
使
用
者
団
体
は
、
山
口
県
の
区
域
内
の
み
に
組

織
を
有
し
、
か
つ
、
労
働
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
あ
る
か
、
又
は
業
務
の
主
要
な

部
分
と
な
っ
て
い
る
使
用
者
団
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

被
推
薦
者
の
資
格

使
用
者
委
員
の
候
補
者
に
推
薦
さ
れ
る
者
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
特
に
制
限
は
な
い
が
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
使
用
者
委
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈠

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

る
ま
で
の
者

㈡

他
の
法
令
に
よ
り
兼
職
禁
止
の
制
限
を
受
け
る
者

三

推
薦
手
続

㈠

推
薦
書
及
び
添
付
書
類

使
用
者
委
員
の
候
補
者
を
推
薦
し
よ
う
と
す
る
使
用
者
団
体
は
、
推
薦
書
（
別
記
様
式
）
に
そ

の
候
補
者
の
履
歴
書
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

書
類
の
提
出
先

山
口
県
商
工
労
働
部
労
働
政
策
課

四

推
薦
期
間

令
和
三
年
六
月
三
十
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
七
月
十
四
日
（
水
曜
日
）
ま
で

五

そ
の
他

不
明
の
点
が
あ
る
と
き
は
、
山
口
県
商
工
労
働
部
労
働
政
策
課
（
電
話
〇
八
三－
九
三
三－

三
二

一
〇
）
に
照
会
す
る
こ
と
。

別
記
様
式

推
薦

書
年

月
日

山
口
県
知
事
様

推
薦
者
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名
称

代
表
者
氏
名

労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
24年

政
令
第
231
号
）
第
21条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
口
県

労
働
委
員
会
の
使
用
者
委
員
（
補
欠
委
員
）
の
候
補
者
と
し
て
下
記
の
者
を
推
薦
し
ま
す
。

記

氏
名

生
年

月
日

年
月

日

所
属
団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称

所
属
団
体
に
お
け
る
地
位

所
属
団
体
の
構
成
員
数

加
盟
上
部
団
体
の
名
称

添
付
書
類

候
補
者
の
学
歴
、
職
歴
及
び
政
党
関
係
を
詳
細
に
記
入
し
た
履
歴
書

注
「
所
属
団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
」
欄
は
、
候
補
者
の
属
す
る
全
て
の
所
属
団
体
に
つ
い

て
記
入
す
る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

二
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（
一
七
〇
）
県
営
大
迫
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

大
迫
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
大
迫
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
六
月
三
十
日
か
ら
同
年
七
月
十
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

企

業

局

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
四
号

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

正

司

尚

義

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
の
二

職
員
が
夏
季
に
お
け
る
盆
等
の
諸
行
事
、
心
身
の
健
康
の
維
持
及
び
増
進
又
は
家
庭
生
活

の
充
実
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
の
年
の
七
月
か
ら
九

月
ま
で
の
期
間
（
管
理
者
が
職
務
の
特
殊
性
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

に
は
、
そ
の
定
め
る
期
間
）
内
に
お
い
て
四
日
（
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
、
二
日
）
の
範

囲
内
の
期
間

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
三
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
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令
和
三
年
六
月
二
十
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


